
議案第２４号

市道路線の認定及び廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項及び第１０条第

１項の規定により、市道路線を別表のとおり認定し、及び廃止する。

よって、同法第８条第２項（同法第１０条第３項において準用する

場合を含む ）の規定により、議会の議決を求める。。

平成３０年２月２３日提出

向日市長 安 田 守



別 表

起 点 敷地の幅員
番号 路 線 名 延長

）終 点 (最小～最大

向日市寺戸町小佃11番地3先 121.2 8.0 ﾒｰﾄﾙ～

1 市道第2267号線
向日市寺戸町小佃5番地1先 ﾒｰﾄﾙ 15.2 ﾒｰﾄﾙ

（認定理由）

１の路線は、開発行為により整備された道路であり、道路法第８条

第１項の規定により、新たに認定するものである。

起 点 敷地の幅員
番号 路 線 名 延長

）終 点 (最小～最大

（認定路線） 向日市寺戸町東御泥14番地1先 967.2 4.0 ﾒｰﾄﾙ～

2 市道第2013号線
向日市寺戸町修理式30番地2先 ﾒｰﾄﾙ 13.8 ﾒｰﾄﾙ

（廃止路線） 向日市寺戸町東御泥14番地1先 961.7 2.4 ﾒｰﾄﾙ～

3 市道第2013号線
向日市寺戸町修理式30番地2先 ﾒｰﾄﾙ 13.8 ﾒｰﾄﾙ

（認定及び廃止の理由）

２の路線は、修理式・瓜生交差点の整備に伴う道路拡幅により、市

域をこえて京都市域を含む路線となることから、道路法第８条第１項

の規定により、新たに認定するものである。

３の路線は、２の路線の認定に伴い、路線が重複する市道について

道路法第１０条第１項の規定により、廃止するものである。
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